
（新築住宅の場合）　※期間はあくまで目安です。ご相談いただければ調整させていただきます。設計のながれ

1.ご連絡・ご相談

3.基本設計
設計監理契約

提案の内容をご覧いただき先に進める場合は設計監理契約を締結させていただきます。
初回提案をベースに何回も打合せを行い、検討を重ねて納得いくまで基本設計を練ります。
建築及びインテリアのプラン・デザイン・イメージ等を十分時間をかけて検討します。

基本設計をもとにさらに打合せを重ね、仕上げや設備・仕様・詳細を決め、工事の発注できる図面を作成します。
実施設計業務と並行して確認申請書類等必要書類の作成、提出を行います。
※確認申請は弊社が施主様の代理として行います。

実施設計図書をもとに施工業者様に見積りを依頼します。
出てきた見積りの内容が適正であるか査定し、最終的にご予算に合うように工事費の調整を行い、工事請負契約となります。
※工事請負契約は施主様と施工業者様の間で交わされます。
施工業者が決定し、確認済証が交付されたら着工になります。

工事完了時に施主様、施工業者様、弊社立会いのもと最終チェックを行い、引き渡しとなります。

工事着工後、適切に工事が行われているかを検査・監理、最終的な材料の見極めを行います。
より詳細な図面、スケッチなどで現場に細かな指示を行っていきます。
地鎮祭、上棟式、または必要に応じ施主様に現場にお越し頂き、一緒に確認をして頂きます。

建築確認申請提出

8.アフターケア

7.工事完了・竣工検査
　引き渡し

6.着工

5.施工者選定・見積調整

4.実施設計・確認申請

　工事請負契約

施工業者と工事請負契約

まずは問い合わせフォームもしくはメール、お電話にてお気軽にご連絡ください。
ご連絡を頂きましたら、直接お会いしてご要望・ご予算等をお伺いいたします。実現したい思いをどんどん語って下さい。
（こちらからお伺いするか、弊社にお越しいただきます。）
敷地や場所が決まっている場合は直接現地を拝見させて頂きたいと思います。
（決まっていない場合は候補敷地の下見同行等も致します）

設計監理料のお支払時期について

設計監理契約時（着手金）　設計監理料の15％
基本設計完了時　　　　　　設計監理料の30％
実施設計完了時　　　　　　設計監理料の30％
上棟時　　　　　　　　　　設計監理料の12.5％
建物引き渡し時　　　　　　設計監理料の12.5％

2.基本構想・初回提案

竣工後1年を目安に施工業者と共に点検を行い不具合がないか確認します。

建物は出来て終わりではなく、出来てからがスタートになります。
どんなに丁寧に使っていもメンテナンスが必要になり、生活スタイルや家族構成が変化すればリフォームも必要になるときもあります。
私たちと長いおつきあいをさせて頂ければと考えております。
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相談・報告

設計監理料について

2026.05.01改定

ご要望をもとに、法的な規制や周辺状況等の事前調査の上、どのようなものを創るか提案させて頂きます。
計画の方向性を検討していきます。
※提案料として15万円をいただいております。
（調査・検討項目が多岐にわたる場合や遠隔地の場合等は、別途ご相談させていただきます）
（その後、設計監理契約を結んでいただいた場合には、設計監理料から15万円をお引き致します）

完了検査

3ヶ月程度

3ヶ月程度

2.5ヶ月程度

1～1.5ヶ月程度

5～7ヶ月程度

設計監理料は、施工床面積1坪あたり11万円～16万円程度とお考えください。
※規模や用途、構造、工事内容などにより変わりますので、ご相談の上、最終的な金額を決定いたします。


